


地区社協事業
▲小学校でのビデオ学習

生活保護申請者や
児童扶養手当申請者

などの調査

行政などの会議体に
参加しています

見守り活動

月に一度の定例会で情報共有を行い
研修会等で見識を高めたりしています

私たち民生委員・児童
委員は行政機関や社協、
町会・自治会などと連携
して活動しています。

赤い羽根共同募金
への協力

民生委員・児童委員(主任児童委員）
として活動するにあたり

・活動に係る民生委員・児童委員活動保険にご加入
いただきます。

・全国民生委員互助事業会員として、各種互助を
受けられます。

・活動に対する実費弁償として、民生（児童）委員
活動費が支給されます。👈👈活動紹介動画はこちらから

【全国民生委員児童委員連合会のサイトへ】






